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参
照
条
文

〇

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
（
抄
）

（
概
算
保
険
料
の
納
付
）

第
十
五
条

事
業
主
は
、
保
険
年
度
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
労
働
保
険
料
を
、
そ
の
労
働
保
険
料
の
額
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記

載
し
た
申
告
書
に
添
え
て
、
そ
の
保
険
年
度
の
六
月
一
日
か
ら
四
十
日
以
内
（
保
険
年
度
の
中
途
に
保
険
関
係
が
成
立
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、

当
該
保
険
関
係
が
成
立
し
た
日
（
保
険
年
度
の
中
途
に
労
災
保
険
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
承
認
が
あ
つ
た
事
業
に
係
る
第
一
種
特
別
加
入
保
険

料
及
び
保
険
年
度
の
中
途
に
労
災
保
険
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
承
認
が
あ
つ
た
事
業
に
係
る
第
三
種
特
別
加
入
保
険
料
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
承
認
が
あ
つ
た
日
）
か
ら
五
十
日
以
内
）
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
号
及
び
第
三
号
の
事
業
以
外
の
事
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
保
険
年
度
に
使
用
す
る
す
べ
て
の
労
働
者
（
保
険
年
度
の
中
途
に
保
険
関
係
が

成
立
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
保
険
関
係
が
成
立
し
た
日
か
ら
そ
の
保
険
年
度
の
末
日
ま
で
に
使
用
す
る
す
べ
て
の
労
働
者
）
に
係
る
賃

金
総
額
（
そ
の
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
見
込
額
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
直
前
の
保
険
年
度
に
使
用
し
た
す
べ
て
の
労
働
者
に
係
る
賃
金
総
額
）
に
当
該
事
業
に
つ
い
て
の
第
十
二
条
の
規
定
に

よ
る
一
般
保
険
料
に
係
る
保
険
料
率
（
以
下
「
一
般
保
険
料
率
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
算
定
し
た
一
般
保
険
料

二

労
災
保
険
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
事
業
又
は
労
災
保
険
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
事
業
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲

げ
る
労
働
保
険
料

イ

労
災
保
険
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
事
業
（
ハ
の
事
業
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
使
用
す
る
す
べ
て
の
労
働
者
に
係

る
賃
金
総
額
の
見
込
額
に
つ
い
て
前
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
一
般
保
険
料
及
び
そ
の
保
険
年
度
に
お
け
る
第
十
三
条
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
（
そ
の
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
見
込
額
（
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
直
前
の
保
険
年
度
に
お
け
る
同
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
。
ハ
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
当
該
事
業
に
つ
い
て
の
第
一
種
特
別
加
入
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
定
し
た
第
一
種
特
別
加
入
保
険
料

ロ

労
災
保
険
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
事
業
（
ハ
の
事
業
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
使
用
す
る
す
べ
て
の
労
働
者
に
係

る
賃
金
総
額
の
見
込
額
に
つ
い
て
前
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
一
般
保
険
料
及
び
そ
の
保
険
年
度
に
お
け
る
前
条
第
一
項
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
（
そ
の
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
見
込
額
（

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
直
前
の
保
険
年
度
に
お
け
る
同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
。
ハ
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
当
該
事
業
に
つ
い
て
の
第
三
種
特
別
加
入
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
定
し
た
第
三
種
特
別
加
入
保
険
料

ハ

労
災
保
険
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
承
認
及
び
労
災
保
険
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
事
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
使
用
す
る
す

べ
て
の
労
働
者
に
係
る
賃
金
総
額
の
見
込
額
に
つ
い
て
前
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
一
般
保
険
料
並
び
に
そ
の
保
険
年
度
に
お
け
る

第
十
三
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
の
見
込
額
に
つ
い
て
イ
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
第
一
種
特
別
加
入
保
険
料
及
び
前

条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
の
見
込
額
に
つ
い
て
ロ
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
第
三
種
特
別
加
入
保
険
料
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三

労
災
保
険
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
事
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
保
険
年
度
に
お
け
る
第
十
四
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
額
の
総
額
（
そ
の
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
見
込
額
（
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
直
前
の
保
険
年
度
に
お
け
る
同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
）
に
当
該
事
業
に
つ
い
て
の
第
二
種

特
別
加
入
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
定
し
た
第
二
種
特
別
加
入
保
険
料

２

有
期
事
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
業
主
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
労
働
保
険
料
を
、
そ
の
労
働
保
険
料
の
額
そ
の
他
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
添
え
て
、
保
険
関
係
が
成
立
し
た
日
（
当
該
保
険
関
係
が
成
立
し
た
日
の
翌
日
以
後
に
労
災

保
険
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
承
認
が
あ
つ
た
事
業
に
係
る
第
一
種
特
別
加
入
保
険
料
に
関
し
て
は
、
当
該
承
認
が
あ
つ
た
日
）
か
ら
二
十
日
以

内
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
項
第
一
号
の
事
業
に
あ
つ
て
は
、
当
該
保
険
関
係
に
係
る
全
期
間
に
使
用
す
る
す
べ
て
の
労
働
者
に
係
る
賃
金
総
額
の
見
込
額
に
当
該
事

業
に
つ
い
て
の
一
般
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
定
し
た
一
般
保
険
料

二

前
項
第
二
号
イ
の
事
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
使
用
す
る
す
べ
て
の
労
働
者
に
係
る
賃
金
総
額
の
見
込
額
に
つ
い
て
前
号
の
規
定
の
例
に
よ
り

算
定
し
た
一
般
保
険
料
及
び
労
災
保
険
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
全
期
間
に
お
け
る
第
十
三
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の

総
額
の
見
込
額
に
当
該
事
業
に
つ
い
て
の
第
一
種
特
別
加
入
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
定
し
た
第
一
種
特
別
加
入
保
険
料

三

前
項
第
三
号
の
事
業
に
あ
つ
て
は
、
当
該
保
険
関
係
に
係
る
全
期
間
に
お
け
る
第
十
四
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
の

見
込
額
に
当
該
事
業
に
つ
い
て
の
第
二
種
特
別
加
入
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
定
し
た
第
二
種
特
別
加
入
保
険
料

３
・
４

（
略
）

（
増
加
概
算
保
険
料
の
納
付
）

第
十
六
条

事
業
主
は
、
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
賃
金
総
額
の
見
込
額
、
第
十
三
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
の

見
込
額
、
第
十
四
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
の
見
込
額
又
は
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総

額
の
見
込
額
が
増
加
し
た
場
合
に
お
い
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
増
加
後
の
見
込

額
に
基
づ
く
労
働
保
険
料
の
額
と
納
付
し
た
労
働
保
険
料
の
額
と
の
差
額
を
、
そ
の
額
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告

書
に
添
え
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
確
定
保
険
料
）

第
十
九
条

事
業
主
は
、
保
険
年
度
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
労
働
保
険
料
の
額
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
次

の
保
険
年
度
の
六
月
一
日
か
ら
四
十
日
以
内
（
保
険
年
度
の
中
途
に
保
険
関
係
が
消
滅
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
保
険
関
係
が
消
滅
し
た
日

（
保
険
年
度
の
中
途
に
労
災
保
険
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
承
認
が
取
り
消
さ
れ
た
事
業
に
係
る
第
一
種
特
別
加
入
保
険
料
及
び
保
険
年
度
の
中

途
に
労
災
保
険
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
承
認
が
取
り
消
さ
れ
た
事
業
に
係
る
第
三
種
特
別
加
入
保
険
料
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
承
認
が

取
り
消
さ
れ
た
日
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
五
十
日
以
内
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
事
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
保
険
年
度
に
使
用
し
た
す
べ
て
の
労
働
者
（
保
険
年
度
の
中
途
に
保
険
関
係
が
成
立



- 3 -

し
、
又
は
消
滅
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
保
険
年
度
に
お
い
て
、
当
該
保
険
関
係
が
成
立
し
て
い
た
期
間
に
使
用
し
た
す
べ
て
の
労
働
者

）
に
係
る
賃
金
総
額
に
当
該
事
業
に
つ
い
て
の
一
般
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
定
し
た
一
般
保
険
料

二

第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
事
業
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
労
働
保
険
料

イ

第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
事
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
使
用
し
た
す
べ
て
の
労
働
者
に
係
る
賃
金
総
額
に
つ
い
て
前
号
の
規
定
の
例
に

よ
り
算
定
し
た
一
般
保
険
料
及
び
そ
の
保
険
年
度
に
お
け
る
第
十
三
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
に
当
該
事
業
に
つ
い
て
の
第

一
種
特
別
加
入
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
定
し
た
第
一
種
特
別
加
入
保
険
料

ロ

第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
事
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
使
用
し
た
す
べ
て
の
労
働
者
に
係
る
賃
金
総
額
に
つ
い
て
前
号
の
規
定
の
例
に

よ
り
算
定
し
た
一
般
保
険
料
及
び
そ
の
保
険
年
度
に
お
け
る
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
に
当
該
事
業
に

つ
い
て
の
第
三
種
特
別
加
入
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
定
し
た
第
三
種
特
別
加
入
保
険
料

ハ

第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
ハ
の
事
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
使
用
し
た
す
べ
て
の
労
働
者
に
係
る
賃
金
総
額
に
つ
い
て
前
号
の
規
定
の
例
に

よ
り
算
定
し
た
一
般
保
険
料
並
び
に
そ
の
保
険
年
度
に
お
け
る
第
十
三
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
に
つ
い
て
イ
の
規
定
の
例

に
よ
り
算
定
し
た
第
一
種
特
別
加
入
保
険
料
及
び
そ
の
保
険
年
度
に
お
け
る
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額

に
つ
い
て
ロ
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
第
三
種
特
別
加
入
保
険
料

三

第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
の
事
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
保
険
年
度
に
お
け
る
第
十
四
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
に
当

該
事
業
に
つ
い
て
の
第
二
種
特
別
加
入
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
定
し
た
第
二
種
特
別
加
入
保
険
料

２
～
６

（
略
）
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〇

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
八
号
）
（
抄
）

（
賃
金
総
額
の
見
込
額
の
特
例
等
）

第
二
十
四
条

（
略
）

２

法
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

労
働
保
険
番
号

二

事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地

三

保
険
料
算
定
基
礎
額
の
見
込
額
（
当
該
見
込
額
が
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
直
前
の
保
険
年
度
の
保
険
料
算
定
基
礎
額
）

四

保
険
料
率

五

法
第
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
高
年
齢
労
働
者
の
う
ち
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す

る
短
期
雇
用
特
例
被
保
険
者
（
以
下
「
短
期
雇
用
特
例
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
雇
労
働
被
保

険
者
（
以
下
「
日
雇
労
働
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
以
外
の
者
に
係
る
法
第
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
高
年
齢
者
賃
金
総
額
の
見
込
額

六

事
業
に
係
る
労
働
者
数

七

事
業
主
が
法
人
番
号
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
主
の
法
人
番
号

（
概
算
保
険
料
の
増
額
等
）

第
二
十
五
条

（
略
）

２

法
第
十
六
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

労
働
保
険
番
号

二

事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地

三

保
険
料
算
定
基
礎
額
の
見
込
額
が
増
加
し
た
年
月
日

四

増
加
後
の
保
険
料
算
定
基
礎
額
の
見
込
額

五

保
険
料
率

六

保
険
料
算
定
基
礎
額
の
見
込
額
の
増
加
後
に
お
け
る
法
第
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
高
年
齢
労
働
者
の
う
ち
短
期
雇
用
特
例
被
保
険
者
及
び

日
雇
労
働
被
保
険
者
以
外
の
者
に
係
る
同
条
に
規
定
す
る
高
年
齢
者
賃
金
総
額
の
見
込
額

七

事
業
に
係
る
労
働
者
数

八

事
業
主
が
法
人
番
号
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
主
の
法
人
番
号

（
確
定
保
険
料
申
告
書
）

第
三
十
三
条

法
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

労
働
保
険
番
号
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二

事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地

三

保
険
料
算
定
基
礎
額

四

保
険
料
率

五

法
第
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
高
年
齢
労
働
者
の
う
ち
短
期
雇
用
特
例
被
保
険
者
及
び
日
雇
労
働
被
保
険
者
以
外
の
者
に
係
る
同
条
に
規
定

す
る
高
年
齢
者
賃
金
総
額

六

事
業
に
係
る
労
働
者
数

七

事
業
主
が
法
人
番
号
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
主
の
法
人
番
号
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〇

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
号
）
（
抄
）

（
一
般
拠
出
金
の
徴
収
方
法
）

第
三
十
八
条

徴
収
法
第
十
九
条
（
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
一
条

の
二
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、
第
三
十
七
条
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
、
第
四
十
五
条
の
二
及
び
附
則
第
十
二
条
の
規

定
は
、
一
般
拠
出
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
徴
収
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は

、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
十
九
条
第
一

次
の

そ
の

項

当
該
保
険
関
係
が
消
滅
し
た
日
（
保
険
年
度
の
中
途
に
労
災

当
該
保
険
関
係
が
消
滅
し
た
日

保
険
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
承
認
が
取
り
消
さ
れ
た
事
業

に
係
る
第
一
種
特
別
加
入
保
険
料
及
び
保
険
年
度
の
中
途
に

労
災
保
険
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
承
認
が
取
り
消
さ
れ
た

事
業
に
係
る
第
三
種
特
別
加
入
保
険
料
に
関
し
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
承
認
が
取
り
消
さ
れ
た
日
。
第
三
項
に
お
い
て
同

じ
。
）

そ
の
保
険
年
度
に
使
用
し
た

そ
の
保
険
年
度
の
直
前
の
保
険
年
度
に
使
用
し
た

賃
金
総
額

賃
金
総
額
（
そ
の
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。
以
下
同
じ
。
）

一
般
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
定
し
た
一
般
保
険
料

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
石

綿
健
康
被
害
救
済
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の

一
般
拠
出
金
率
（
以
下
「
一
般
拠
出
金
率
」
と
い
う
。
）
を

乗
じ
て
算
定
し
た
同
項
の
一
般
拠
出
金
（
以
下
「
一
般
拠
出

金
」
と
い
う
。
）

第
十
九
条
第
二

保
険
関
係
が
消
滅
し
た
日
（
当
該
保
険
関
係
が
消
滅
し
た
日

保
険
関
係
が
消
滅
し
た
日

項

前
に
労
災
保
険
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
承
認
が
取
り
消
さ

れ
た
事
業
に
係
る
第
一
種
特
別
加
入
保
険
料
に
関
し
て
は
、

当
該
承
認
が
取
り
消
さ
れ
た
日
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

一
般
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
定
し
た
一
般
保
険
料

一
般
拠
出
金
率
を
乗
じ
て
算
定
し
た
一
般
拠
出
金

第
十
九
条
第
三

納
付
し
た
労
働
保
険
料
の
額
が
前
二
項
の
労
働
保
険
料
の
額

前
二
項
の
一
般
拠
出
金

項

に
足
り
な
い
と
き
は
そ
の
不
足
額
を
、
納
付
し
た
労
働
保
険

料
が
な
い
と
き
は
前
二
項
の
労
働
保
険
料

第
四
十
二
条

こ
の
法
律
の
施
行

一
般
拠
出
金
の
徴
収
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第
四
十
三
条
第

一
項

第
四
十
五
条
の

こ
の
法
律
に

石
綿
健
康
被
害
救
済
法
及
び
石
綿
健
康
被
害
救
済
法
第
三
十

二

八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
の
法
律
に

こ
の
法
律
の
実
施

一
般
拠
出
金
の
徴
収

附
則
第
十
二
条

第
二
十
八
条
第
一
項

石
綿
健
康
被
害
救
済
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
二
十
八
条
第
一
項

２
・
３

（
略
）
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〇

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
九
号
）
（
抄
）

（
一
般
拠
出
金
申
告
書
）

第
二
条
の
二

法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
徴
収
法
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

労
働
保
険
番
号

二

労
災
保
険
適
用
事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地

三

賃
金
総
額
（
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
賃
金
総
額
を
い
う
。
）

四

一
般
拠
出
金
率
（
法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
一
般
拠
出
金
率
を
い
う
。
）

五

事
業
に
係
る
労
働
者
数

六

労
災
保
険
適
用
事
業
主
が
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
）
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
労
災
保
険
適
用
事
業
主
の
法
人

番
号


